
（
特
許
料
軽
減
申
請
書
等
の
添
付
書
面
の
省
略
）

第
五
十
六
条

特
許
料
軽
減
申
請
書
等
に
添
付
す
べ

き
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
書
面
」
と
い

う
。）を
他
の
特
許
料
軽
減
申
請
書
等
の
提
出
に
係

る
手
続
（
特
許
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令

第
十
六
号
）
第
十
条
又
は
特
許
法
等
関
係
手
数
料

令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の

三
に
規
定
す
る
手
続
を
含
む
。）に
お
い
て
既
に
特

許
庁
長
官
に
提
出
し
た
者
は
、
当
該
他
の
特
許
料

軽
減
申
請
書
等
に
添
付
し
た
書
面
に
変
更
が
な
い

と
き
は
、
特
許
料
軽
減
申
請
書
等
に
そ
の
旨
を
記

載
し
て
当
該
書
面
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
特
許
庁
長
官
は
、
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
書
面
の
提
出
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

様
式
第
二
十
一
か
ら
第
二
十
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
か
ら
第
二
十
三
ま
で

削
除

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
公
害
防
止
に
要
す
る
費
用
）

（
公
害
防
止
に
要
す
る
費
用
）

第
八
条

法
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
害

防
止
に
要
す
る
費
用
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
二

第
八
条

法
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
害

防
止
に
要
す
る
費
用
で
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
法
第
十
二

条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
、
法
第
十
五

条
に
規
定
す
る
危
機
関
連
保
証
、
激
甚じ
ん

災
害
に
対

処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
関
係
保
証
、
中
小
企

業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の

機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
力
確
保
関
連
保

証
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法

律
第
百
一
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

中
小
小
売
商
業
関
連
保
証
、
地
域
伝
統
芸
能
等
を

活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地

域
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
域
伝
統
芸
能
等
関
連
保
証
、
地
域

経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展

の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律

第
四
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域

経
済
牽
引
事
業
関
連
保
証
、
中
心
市
街
地
の
活
性

条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
、
法
第
十
五

条
に
規
定
す
る
危
機
関
連
保
証
、
激
甚じ

ん

災
害
に
対

処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
関
係
保
証
、
中
小
企

業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の

機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
労
働
力
確
保
関
連
保

証
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
八
年
法

律
第
百
一
号
）
第
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

中
小
小
売
商
業
関
連
保
証
、
地
域
伝
統
芸
能
等
を

活
用
し
た
行
事
の
実
施
に
よ
る
観
光
及
び
特
定
地

域
商
工
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
地
域
伝
統
芸
能
等
関
連
保
証
、
地
域

経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展

の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律

第
四
十
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域

経
済
牽
引
事
業
関
連
保
証
、
中
心
市
街
地
の
活
性

化
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地
商

業
等
活
性
化
関
連
保
証
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
中
心
市
街
地
商
業
等
活
性
化
支
援
関
連
保

証
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
外

高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
関
連
保
証
、
同

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
革
新
関

連
保
証
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
営
力
向
上

関
連
保
証
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
先
端
設
備
等
導
入
関
連
保
証
、
同
法
第
六
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
継
続
力
強
化
関
連
保
証

及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携

事
業
継
続
力
強
化
関
連
保
証
、
発
電
用
施
設
周
辺

地
域
整
備
法（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）

第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
周
辺
地
域
整
備
関

連
保
証
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五

化
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）

第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地
商

業
等
活
性
化
関
連
保
証
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定

す
る
中
心
市
街
地
商
業
等
活
性
化
支
援
関
連
保

証
、
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法

律
第
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
外

高
度
人
材
活
用
新
事
業
分
野
開
拓
関
連
保
証
、
同

法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
革
新
関

連
保
証
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
営
力
向
上

関
連
保
証
、
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
事
業
継
続
力
強
化
関
連
保
証
及
び
同
法
第
五
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
携
事
業
継
続
力
強
化

関
連
保
証
、
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭

和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
周
辺
地
域
整
備
関
連
保
証
、
流
通

業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
流
通
業
務
総
合
効
率
化
関
連

令和年月日 水曜日 (号外特第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
三
号

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並

び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
関
係
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備

に
関
す
る
省
令
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